
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【報告事項】 

ア マイナンバー制度の周知について 

  
イ 空家等の対応について 

   
ウ 平成 28 年度予算編成に対する区重点提案事業について 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  マイナンバー制度の周知について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
背景：平成 25年 5 月に番号法が公布され、マイナンバー制

度の導入が決まった。今年 10 月からマイナンバーが

住民に通知され、来年 1月からマイナンバーの利用や

個人番号カードの交付が始まる。 

経緯：マイナンバー制度の周知について、国は、コールセン

ター設置や新聞折込、テレビ CM などを行っており、 
   本市としては、国と連携してポスター掲示などを行う

とともに、出前講座の実施や庁内モニター、駅やバス

の電光掲示板などを利用した周知を行っている。 

現状：マイナンバーという言葉は、認知されてきているが、

制度の内容が、十分市民に浸透しているとは言えな

い。 

課題：マイナンバー制度を円滑に導入するため、更に周知を

進める必要がある。 

 

対象の区協議会 全区区協議会 

内  容 

 
広報はままつで全市民向けの情報を周知するとともに、区

民のページで区民向けの情報を周知する。 

・ 広報はままつ９月号「ちょっと注目」に全市民向けに制度

概要及び通知カード発送、個人番号カードの申請方法等に

ついて掲載する。 
・ 「区民のページ」１２月号に区民向けに個人番号カードの

集中交付場所の案内等を掲載する。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 政策法務課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  空家等の対応について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

背景：適切な管理が行われていない空家等が、地域住民に深刻

な影響を及ぼしており、住民の生命・身体・財産の保護

等が必要となった。 

経緯：平成２７年５月２６日、「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（以下、「空家法」）が完全施行され、空家等の所

有者等及び市の責務が示された。 

空家の現状：平成 25 年総務省実施「土地・家屋統計調査」より 
   市内の空家数  49,200 戸（うち 34,500 戸はｱﾊﾟｰﾄの 

空き部屋や、建築中の住宅など） 
   腐朽等により危険な空家  10,200 戸（うち 5,700 戸は

              賃貸、売買用住宅など） 
※市内数箇所の実態調査による統計上の推計値です。実

際にどこに空家があるかは不明です。 

対象の区協議会 全区の協議会 

内  容 

①「空家等対策の推進に関する特別措置法」 
   施  行  日：平成２７年５月２６日（完全施行日） 

   空家等の定義：居住その他の使用がなされていないこと

が常態である建物又はそれに附属する工

作物（立木や門壁等を含む） 
②「特定空家等」 
   特定空家等の定義：倒壊等著しく保安上危険 
            著しく衛生上有害 
            適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている 
    例）家屋の倒壊や、屋根の飛散により他者の身体生命

財産に危険が及ぶ場合 
③「特定空家等」の認定後の指導等 
   「助言又は指導」 
      危険性が著しく高い場合等で、所有者に対し相当

の期間を設け、対応しなかった場合、又は対応が

不十分の場合  
「勧告」 

    固定資産税等の住宅用地特例が解除 
 「命令」 

 
「代執行」 

  全ての案件で、代執行まで行うものではありません。 
  また、敷地内への強制的な立ち入り、危険の排除のための

緊急措置等は、空家法では認められていない。 
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④浜松市の空家等対策 
 ・自治会に協力いただき、市内３００戸の空家を調査。「特定

空家等」の判定基準、現地での調査マニュアルを作成中。

・平成２８年１月から、「特定空家等」に対する指導等を開始 
 予定。 

 ・平成２８年度に、有識者による会議を開催し、(仮称)空家

等対策推進計画を作成予定。 
 

備 考 
（答申・協議結果を得

たい時期、今後の予定

など） 

 

担当課 市民生活課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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